
 
 

 
 

   
   
   
   

 
   

 
 

 
    
  

 
 

 
   
  

 
 

 
  

  
  
  

            
 
      
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



  
  
  
  
  
  

 
 

 
 

 

 
 

 
    
  
  
  
  
  
  
  

 
   

 
  
  

            
 

   
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
  

   

 
 

 
   

 
   
 

          

     
 

  
 

 
  
   
   

 
 
 

 

 
 

 
  

 
 

 



 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

  
 

 
  

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
      

 
 
 

     

 
 
      

 
 
      

 
 
      

 
 

 
 



   
  
    
    
 

    
 
      
  
  
 

  

 
     

  
  
 

  
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
   

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
     

 

 

 

 
 

 
 
 

 
  

   
   
 
    
 

    
 

      
  
  
 

  
  
 

   
 
 
 

 
 

 

 
 
  
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 
 



 
  

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

   
 

 
 

 
 
 

 

 
  
   
    
 

    
 
     

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
    
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

   



  
  
    
  
   
    
  
 

 
   
    
   
  
    
    
  
    
    
    
   
    
 

 
   
  
    
  
    
     
     
     
  
    
  
    
  
    



   

 
  
    
  
    
    
  
    
    
    
     
    
  
    
    
    
     
   

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

 



      
    
 

 
     
  
    
  

  
    
 

 
     
     
   
 

 
         
   
   
 

 
     
 

 
     
   
   
   
 

 
     
     
   
   
   
    



   
   
 

 
     
 

 
     
   
   
 

 
             
   
   
 
 
 



別表１－１ 

算   定   基   準 

（耐震化等整備事業を除く） 

創設、増築、増改築、改築、拡張及び老朽民間児童福祉施設整備 

 
１ 区 分 ２ 種 目 ３ 基   準 ４ 対 象 経 費 ５ 負担割合 

 

施 設 整 備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本体工事費 

 

ア 定員１人当たり交付基礎点

 数を適用する場合 

  別表２に掲げる定員１人当

 たり交付基礎点数に定員を乗

 じて得たものを基準とする。 

 
イ １施設当たり交付基礎点数 

 を適用する場合 

  別表２に掲げる１施設当た 

 り交付基礎点数を基準とす 

 る。 
 

ウ １世帯当たり交付基礎点数 

 を適用する場合 

  別表２に掲げる１世帯当た 

 り交付基礎点数に定員（世帯） 

 を乗じて得たものを基準とす 

 る。 

 

エ １グループケア当たり交付

 基礎単数を適用する場合 

  別表２に掲げる１グループ 

 ケア当たり交付基礎点数にグ 

 ループケア数を乗じて得たも

 のを基準とする。 

 
オ 一部改築及び拡張 

  「次世代育成支援対策施設

整備交付金における一部改築

及び拡張に係る交付金の算定

方法の取扱いについて」（こ

成事第 433 号令和５年８月 22

日）により算出されたものを

基準とする。 

 

カ 地域に密着した独自の事業 

 を実施するための場等を確保 

 

 施設の整備（施設の整備

と一体的に整備されるもの

であって、知事が必要と認

めた整備を含む。）に必要

な工事費又は工事請負費

（７に定める費用を除く。）

及び工事事務費（工事施工

のため直接必要な事務に要

する費用であって、旅費、

消耗品費、通信運搬費、印

刷製本費及び設計監督料等

をいい、その額は、工事費

又は工事請負費の２．６％

に相当する額を限度額とす

る。以下同じ。）。 

 ただし、別の補助金等又

はこの種目とは別の種目に

おいて別途交付対象とする

費用を除き（以下同じ。)、

工事費又は工事請負費に

は、これと同等と認められ

る委託費、分担金及び適当

と認められる購入費等を含

む（以下同じ。）。 

 
交付要綱の

６の表の④

欄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 する整備であって、「次世代

育成支援対策施設整備交付金

における一部改築及び拡張に

係る交付金の算定方法の取扱

いについて」（こ成事第433

号令和５年８月22日）に定め

る基準に適合する整備を行う

ときは、別表２に定める交付

基礎点数を基準とする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

解 体 撤 去 

工事費及び

仮 設 施 設 

整備工事費 

 

  

 別表２に掲げる１単位当たり

交付基礎点数を基準とする。 

 

  
 解体撤去に必要な工事

費又は工事請負費及び仮

設施設整備に必要な賃借

料、工事費又は工事請負費 
 

 
特 殊 付 帯 
工 事 費 

 

  
 別表２に掲げる１施設当た

り交付基礎点数を基準とする。 

  
 特殊付帯工事費に必要

な工事費又は工事請負費  
 

 



別表１－２ 

算   定   基   準 

（別表１－１、別表３、別表４及び別表６に掲げる整備以外の事業） 

 
１ 区 分 ２ 種 目 ３ 基   準 ４ 対 象 経 費 ５ 負担割合 

 

施 設 整 備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本体工事費 

 

  大規模修繕等及びその他特別

な工事費については、知事が必

要と認めた点数とする。ただし、

第４欄に定める対象経費の実支

出額に交付要綱の６の表の④欄

に定める県補助率を乗じ、１，

０００で除して得た点数（以下

「実支出額に県補助率を乗じ、

１，０００で除して得た点数」

という。）がこれに満たないと

きは、実支出額に県補助率を乗

じ、１，０００で除して得た点

数とする。 

 耐震化等整備事業における大

規模修繕等については、次のい

ずれか低い方の価格を基準に知

事が必要と認めた点数とする。 

(1) 公的機関（市町村の 

 建築課等）の見積り 

(2) 工事請負業者２社の見積り 

 を比較して、低い方の見積り  
 

 

 施設の整備に必要な工事

費又は工事請負費（７に定

める費用を除く。）及び工

事事務費（工事施工のため

直接必要な事務に要する費

用であって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本

費及び設計監督料等をい

い、その額は、工事費又は

工事請負費の２．６％に相

当する額を限度額とする。

以下同じ。）。 

 ただし、別の補助金等又

はこの種目とは別の種目に

おいて別途交付対象とする

費用を除き（以下同じ。）、

工事費又は工事請負費に

は、これと同等と認められ

る委託費、分担金及び適当

と認められる購入費等を含

む（以下同じ。）。 

 
交付要綱の

６の表の④

欄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

スプリンク 

ラー設備等 

工 事 費 

(既存施設) 

  

 別表２による「交付基礎点数

表」に基づき、算出されたもの

を基準とする。 

 

  
 スプリンクラー設備等

に必要な工事費又は工事

請負費 

 
仮設施設整

備 工 事 費 

  
 大規模修繕等については、知

事が必要と認めた点数とする。

ただし、第４欄に定める対象経

費の実支出額に交付要綱６の表

の④欄に定める県補助率を乗

じ、１，０００で除して得た点

数（以下「実支出額に県補助率

を乗じ、１，０００で除して得

た点数」という。）がこれに満

たないときは、実支出額に県補

助率を乗じ、１，０００で除し

  
 仮設施設整備に必要な

賃借料、工事費又は工事請

負費 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て得た点数とする。 

 耐震化等整備事業における大

規模修繕等については、次によ

り算出されたものを基準とす

る。 

ア 定員１人当たり交付基礎点

数を適用する場合 

  別表２に掲げる定員１人当

たり交付基礎点数に定員を乗じ

て得たものを基準とする。 

イ １世帯当たり交付基礎点数

を適用する場合 

  別表２に掲げる１世帯当た

り交付基礎点数に定員(世帯)を

乗じて得たものを基準とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

応急仮設施

設整備 
 

次のいずれか低い方の価格を

基準に知事が必要と認めた点

数とする 
（１）公的機関（県または市町

村の建築課等）の見積り 
 
（２）工事請負業者の見積り 

なお、これにより難い特別の事

情があるときは、知事が認める

点数とする。 
 
 

障害児施設等の災害復旧

に必要な賃借料、工事費又

は工事請負費 
ただし、次に定める費用は

除く。 
 
１）交付要綱７（２）（３）

に定める費用 
（２）土地の買収又は整地

に要する費用（災害による

地形基盤の変動によって

生じた地割れ等の復旧に

要する費用を除く。） 
（３）門、囲障、構内の雨

水排水設備及び構内通路

等の外構整備に要する費

用 
（４）災害復旧事業以外の

事業の工事施工中に生じ

た災害に係るもの。 
（５）明らかに設計の不備

又は工事施工の粗漏に起

因して生じたものと認め

られる災害に係るもの。 
（６）その他災害復旧費と

して適当と認められない

費用 
（７）別の補助金等又はこ

 



の種目とは別の種目にお

いて別途交付対象とする

費用 
 

 



■交付基礎点数表（児童養護施設等）

交付基礎点数

１ 人 当 た り 5,602.5

１ 人 当 た り 616.5

１ 人 当 た り 3,534.0

１ 人 当 た り 91.5

１ 人 当 た り 42.0

１グループケア当たり 3,445.5

１ 施 設 当 た り 28,702.5

１ 人 当 た り 972.0

初 度 設 備 相 当 加 算 １ 人 当 た り 79.5

１ 人 当 た り 847.5

１ 人 当 た り 1,219.5

１ 世 帯 当 た り 5,514.0

１ 世 帯 当 た り 12,795.0

１ 世 帯 当 た り 91.5

１ 施 設 当 た り 28,702.5

１ 世 帯 当 た り 7,033.5

初 度 設 備 相 当 加 算 １ 世 帯 当 た り 79.5

１ 人 当 た り 1,219.5

１ 人 当 た り 1,749.0

初 度 設 備 相 当 加 算 １ 人 当 た り 24.0

１ 人 当 た り 5,407.5

１ 人 当 た り 91.5

１グループケア当たり 8,394.0

１ 施 設 当 た り 28,702.5

１ 人 当 た り 1,978.5

初 度 設 備 相 当 加 算 １ 人 当 た り 79.5

１ 人 当 た り 1,219.5

１ 人 当 た り 318.0

１ 世 帯 当 た り 5,514.0

小 規 模 グ ル ー プ ケ ア 整 備 加 算

小 規 模 グ ル ー プ ケ ア 整 備 加 算

心 理 療 法 室 整 備 加 算

乳 児 を 受 け 入 れ る た め の ほ ふ く 室 又 は 養 育 室 等 を 整 備 す る 場 合

子 育 て 短 期 支 援 事 業 の た め の 居 室 等 整 備 加 算

初 度 設 備 相 当 加 算

初 度 設 備 相 当 加 算 （ ３ ０ 人 以 下 ）

初 度 設 備 相 当 加 算 （ ３ ０ 人 を 超 え る 部 分 ）

別表２

施設の種類

助 産 施 設 本 体

交　付　基　礎　点　数　表

初 度 設 備 相 当 加 算

乳 児 院 本 体

母 子 家 庭 等 子 育 て 支 援 室 整 備 加 算

病 児 ・ 病 後 児 保 育 事 業 の た め の 保 育 室 等 を 整 備 す る 場 合

子 育 て 短 期 支 援 事 業 の た め の 居 室 等 整 備 加 算

年 齢 延 長 児 を 受 け 入 れ る た め の 居 室 等 整 備 加 算

母 子 生 活 支 援 施 設 本 体

病 児 ・ 病 後 児 保 育 事 業 の た め の 保 育 室 等 を 整 備 す る 場 合

親 子 生 活 訓 練 室 整 備 加 算

児 童 養 護 施 設 本 体

心 理 療 法 室 整 備 加 算

初 度 設 備 相 当 加 算

病 児 ・ 病 後 児 保 育 事 業 の た め の 保 育 室 等 を 整 備 す る 場 合

心 理 療 法 室 整 備 加 算

親 子 生 活 訓 練 室 整 備 加 算

子 育 て 短 期 支 援 事 業 の た め の 居 室 等 整 備 加 算



１ 人 当 た り 6,397.5

１ 人 当 た り 91.5

１グループケア当たり 7,758.0

１ 施 設 当 た り 44,113.5

１ 世 帯 当 た り 5,514.0

１ 人 当 た り 2,668.5

初 度 設 備 相 当 加 算 １ 人 当 た り 75.0

１ 施 設 当 た り 17,425.5

１ 人 当 た り 7,687.5

１ 人 当 た り 91.5

１ 人 当 た り 7,015.5

１ 人 当 た り 91.5

,
（注）１

２

３

４

５

６

７

親 子 生 活 訓 練 室 整 備 加 算

通 所 部 門 整 備 加 算

小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 所

心 理 療 法 室 整 備 加 算

　一部改築及び拡張に係る交付基礎点数は、「次世代育成支援対策施設整備交付金における一部改築及び拡張に係る
交付金の算定方法の取扱いについて」（こ成事第433号令和５年８月22日）によるものとする。

　改築整備に係る初度設備相当加算は、交付基礎点数の２分の１以内で知事が必要と認めたポイントであること。

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー 本 体

　前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基礎点数を適用する。

小 規 模 グ ル ー プ ケ ア 整 備 加 算

　母子生活支援施設に小規模分園型母子生活支援施設を設置する場合には、母子生活支援施設の交付基礎点数を適
用する。

　「病児・病後児保育事業のための保育室等を整備する場合」については、「病児保育事業の実施について（平成27年7月
17日雇児発0717第12号通知）」に基づき、病児・病後児保育事業のうち病児対応型及び病後児対応型を実施するための
保育室等を整備する場合に限る。

　乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、婦人保護施設で一時保護委託を受け入れるための
整備をする場合には、当該本体及び初度設備相当加算（一人当たり）の交付基礎点数を適用する。

児 童 心 理 治 療 施 設 本 体

初 度 設 備 相 当 加 算

　児童養護施設に地域小規模児童養護施設を設置する場合には、児童養護施設の交付基礎点数を適用する。

初 度 設 備 相 当 加 算

初 度 設 備 相 当 加 算

児 童 自 立 生 活 援 助 事 業 所



■交付基礎点数表（（障害児施設等）
（１施設あたり）
交付基礎点数

都市部 109,126.5

標準 103,930.5

都市部 219,159.0

標準 208,722.0

都市部 365,377.5

標準 347,979.0

都市部 514,197.0

標準 489,712.5

都市部 661,660.5

標準 630,153.0

都市部 808,897.5

標準 770,377.5

都市部 956,247.0

標準 910,711.5

都市部 46,252.5

標準 44,049.0

都市部 152,325.0

標準 145,072.5

都市部 12,552.0

標準 11,955.0

都市部 14,587.5

標準 13,893.0

都市部 10,426.5

標準 9,930.0

都市部 6,943.5

標準 6,613.5

都市部 22,390.5

標準 21,324.0

都市部 40,258.5

標準 38,341.5

都市部 60,048.0

標準 57,189.0

都市部 120,888.0

標準 115,131.0

都市部 201,856.5

標準 192,244.5

都市部 283,617.0

標準 270,111.0

都市部 365,377.5

標準 347,979.0

都市部 446,121.0

標準 424,876.5

都市部 528,106.5

標準 502,959.0

   　　　　　　　　　　１０１ 人～１２０人

   　　　　　　　 　８１人～１００人

   　　　　　　　　６１人～８０人

発 達 障 害 者 支 援 セ ン タ ー 整 備 加 算

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問
支 援 整 備 加 算

小 規 模 グ ル ー プ ケ ア 整 備 加 算

障 害 児 相 談 支 援 整 備 加 算

   　　　　　　　　４１人～６０人

短 期 入 所 整 備 加 算

利用定員　２０人以下

   　　　　　　　１２１人以上

   　　　　　　　　６１人～８０人

   　　　　　　　　　　１０１ 人～１２０人

避 難 ス ペ ー ス 整 備 加 算

事業（施設）の種類

   　　　　　　　　２１人～４０人

   　　　　　　　　４１人～６０人

   　　　　　　　 　８１人～１００人

福 祉 型 障 害 児 入 所 施 設
医 療 型 障 害 児 入 所 施 設

本体

訓 練 事 業 等 整 備 加 算

大 規 模 訓 練 設 備 等 整 備 加 算

   　　　　　　　１２１人以上

福 祉 型 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー
医 療 型 児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー
児 童 発 達 支 援 事 業 所
放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所

本体
利用定員　２０人以下

   　　　　　　　　２１人～４０人



都市部 46,252.5

標準 44,049.0

都市部 152,325.0

標準 145,072.5

都市部 12,552.0

標準 11,955.0

都市部 14,587.5

標準 13,893.0

都市部 10,426.5

標準 9,930.0

都市部 6,943.5

標準 6,613.5

都市部 40,258.5

標準 38,341.5

都市部 30,081.0

標準 28,648.5

都市部 10,426.5

標準 9,930.0

都市部 6,943.5

標準 6,613.5

都市部 40,258.5

標準 38,341.5

,
（注）１

２

３

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援（各事業のみの整備の場合）

避 難 ス ペ ー ス 整 備 （ 避 難 ス ペ ー ス の み の 整 備 の 場 合 ）

訓 練 事 業 等 整 備 加 算

大 規 模 訓 練 設 備 等 整 備 加 算

短 期 入 所 整 備 加 算

障 害 児 相 談 支 援 整 備 加 算

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問
支 援 整 備 加 算

発 達 障 害 者 支 援 セ ン タ ー 整 備 加 算

上段書きは、「次世代育成支援対策施設整備交付金における都市部特例割増単価の取扱いについて」（こ成事第432号
令和５年８月22日）により、都市部特例割増加算後の単価であること。

本体単価と各種加算の合計額を基準額とする。

短期入所の利用定員が２人以下の場合には、「短期入所整備加算」に２分の１を乗じた額を基準額とする。

避 難 ス ペ ー ス 整 備 加 算

増 築 整 備 （ 既 存 施 設 の 現 在 定 員 の 増 員 ）

障 害 児 相 談 支 援 （ 各 事 業 の み の 整 備 の 場 合 ）



■解体撤去交付基礎点数表

単位

１ 人 当 た り 291.0

１ 人 当 た り 169.5

１ 世 帯 当 た り 621.0

１ 人 当 た り 262.5

１ 人 当 た り 301.5

１ 施 設 当 た り 885.0

１ 人 当 た り 664.5

１ 人 当 た り 591.0

１ 施 設 当 た り 13,032.0

１ 施 設 当 た り 13,683.0

１ 施 設 当 た り 6,547.5

１ 施 設 当 た り 6,876.0

■仮設施設整備工事費交付基礎点数表

単位

１ 人 当 た り 546.0

１ 人 当 た り 301.5

１ 世 帯 当 た り 1,128.0

１ 人 当 た り 469.5

１ 人 当 た り 568.5

１ 施 設 当 た り 1,573.5

１ 人 当 た り 2,769.0

１ 人 当 た り 2,457.0

１ 施 設 当 た り 23,910.0

１ 施 設 当 た り 25,105.5

１ 施 設 当 た り 11,416.5

１ 施 設 当 た り 11,986.5

小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 所

児 童 自 立 生 活 援 助 事 業 所

児 童 心 理 治 療 施 設

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー

小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 所

児 童 自 立 生 活 援 助 事 業 所

助 産 施 設

乳 児 院

施設の種類 標準

障 害 児 入 所 施 設

障 害 児 入 所 施 設 （ 都 市 部 ）

障 害 児 施設 （ 障 害児 入所 施 設 を除 く ）

障害児施設（障害児入所施設を除く）（都市
部 ）

助 産 施 設

乳 児 院

母 子 生 活 支 援 施 設

児 童 養 護 施 設

障 害 児 入 所 施 設

障 害 児 入 所 施 設 （ 都 市 部 ）

障 害 児 施設 （ 障 害児 入所 施 設 を除 く ）

障害児施設（障害児入所施設を除く）（都市
部 ）

施設の種類 標準

母 子 生 活 支 援 施 設

児 童 養 護 施 設

児 童 心 理 治 療 施 設

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー



■特殊附帯工事　交付基礎点数表

標準
（児童厚生施設、子育て支援のた
めの拠点施設、地域子育て支援拠
点事業所、一時預かり事業所、利
用者支援事業所、市区町村子ども
家庭総合支援拠点以外）

14,085.0

福祉型障害児入所施設（主として
知的障害のある児童及び肢体不自
由のある児童を入所させるものに
限る）、医療型障害児入所施設（主
として肢体不自由のある児童及び
重症心身障害児）

13,677.0

■スプリンクラー設備工事費　交付基礎点数表

乳児院 15.0

2,818.5

障害児入所施設 22.5

3,327.0

障害児入所施設（延べ床面積1,000
㎡以上の平屋建て

43.5

3,327.0

障害児入所施設及び乳児院以外
の児童福祉施設

10.5

■屋内消火栓設備　交付基礎点数表

屋内消火栓設備（児童福祉施設
等）

4572.0

1.5

235.5

352.5

屋内消火栓設備（障害児施設等）

538.5

1.5

277.5

417.0

■自動火災報知設備の感知器と連動して起動する火災通報装置　交付基礎点数表

基準点数（１施設あたり） 181.5

■地域交流スペース　交付基礎点数表

地 域 交 流 ス ペ ー ス 防 災 拠 点 型

本体点数 21,967.5 29,284.5

初度設備相当加算 1,194.0 3,123.0

※創設、増築、増改築、改築、拡張及び老朽民間児童福祉施設整備以外の事業に限る

ス プ リ ン ク ラ ー 設 備
（ 既 存 施 設 に お け る 整 備 事 業 ）

基準点数（１㎡当たり）

※創設、増築、増改築、改築、拡張及び老朽民間児童福祉施設整備以外の事業に限る

交付基礎点数

基準点数

※創設、増築、増改築、改築、拡張及び老朽民間児童福祉施設整備以外の事業に限る

自動火災報知設備の感知器と連動して起動する火災通報装置
（ 既 存 施 設 に お け る 整 備 事 業 ）

屋 内 消 火 栓 設 備
（ 既 存 施 設 に お け る 整 備 事 業 ）

消火ポンプユニット等加算
（１施設当たり）

消火ポンプユニット等加算
（１施設当たり）

消火ポンプユニット等加算
（１施設当たり）

基本点数

㎡当たり加算

屋内消火栓箱設置
数による加算

パッケージ型消火栓
設備（１個あたり）

基本点数

㎡当たり加算

屋内消火栓箱設置
数による加算

パッケージ型消火栓
設備（１個あたり）



別表３ 

算   定   基   準 

（そ の 他 施 設） 

 
１ 区 分 ２ 種 目 ３ 基   準 ４ 対 象 経 費 ５ 負担割合 

 

施 設 整 備 
 

 
本体工事費 

 

  次に掲げる点数とし、改築及び大規模

修繕等の工事費については、知事が必要

と認めた点数とする。 

 

 知事が必要と認めた面積 

 

 鉄筋   知事が必要と認めた点数 

   

 ブロック  知事が必要と認めた点数 

  

  木造     知事が必要と認めた点数 

 

 施設整備に必要

な工事費又は工事

請負費及び工事事

務費 

 
交付要綱の

６の表の④

欄 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

解 体 撤 去 

工事費及び

仮設施設整

備 工 事 費 
 
 

 

 知事が必要と認めた施設及び額と

する。 
 

 

 解体撤去に必要

な工事費又は工事

請負費及び仮設施

設整備に必要な賃

借料、工事費又は

工事請負費 
 

 



別表４ 

算   定   基   準 

（耐震化等整備事業） 

増改築、改築及び老朽民間児童福祉施設整備 

 
１ 区 分 ２ 種 目 ３ 基   準 ４ 対 象 経 費 ５ 負担割

合 
 

施 設 整 備 
 

 
本体工事費 

 

ア 定員１人当たり交付基礎点 

 数を適用する場合 

  別表５に掲げる定員１人当 

 たり交付基礎点数に定員を乗 

 じて得たものを基準とする。 

 

イ １世帯当たり交付基礎点数 

 を適用する場合 

  別表５に掲げる１世帯当た 

 り交付基礎点数に定員(世帯) 

 を乗じて得たものを基準とす 

 る。 

 

ウ 一部改築 

  「次世代育成支援対策施設

整備交付金における一部改築

及び拡張に係る交付金の算出

方法の取扱いについて」(こ成

事第 433 号令和５年８月 22

日)により算出されたものを

基準とする。 

 

 施設の整備（施設の整備と

一体的に整備されるもので

あって、知事が必要と認めた

整備を含む。）に必要な工事

費又は工事請負費（７に定め

る費用を除く。）及び工事事

務費（工事施工のため直接必

要な事務に要する費用であ

って、旅費、消耗品費、通信

運搬費、印刷製本費及び設計

監督料等をいい、その額は、

工事費又は工事請負費の２．

６％に相当する額を限度額

とする。以下同じ。）。 

 ただし、別の補助金等又は

この種目とは別の種目にお

いて別途交付対象とする費

用を除き（以下同じ。)、工

事費又は工事請負費には、こ

れと同等と認められる委託

費、分担金及び適当と認めら

れる購入費等を含む（以下同

じ。）。 

 

 
交 付 要 綱

の ６ の 表

の④欄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
解 体 撤 去 

工事費及び

仮設施設整

備 工 事 費 
 

 

 別表５に掲げる１単位当たり

交付基礎点数を基準とする。 
 

 

 解体撤去に必要な工事費

又は工事請負費及び仮設施

設整備に必要な賃借料、工

事費又は工事請負費 

 









別表６ 

算   定   基   準 

（防犯対策強化整備事業） 

 
１ 区 分 ２ 種 目 ３ 基   準 ４ 対 象 経 費 ５ 負担割合 

 

施 設 整 備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本体工事費 

 

  児童養護施設等における防犯

対策の強化に係る整備について

は、次の取り扱いとする。 

 

ア 門、フェンス等の外構の設

置、修繕等 

 工事請負業者２社の見積りを

比較して、低い方の価格に交付

要綱の６の表の④欄に定める県

補助率を乗じ、１，０００で除

して得た点数 

 ※ただし、見積り額について、

入所施設は１，０００，０００

円未満、入所施設以外の施設は

３００，０００円未満の場合は

本事業の対象としない。 

 

イ 非常通報装置等の設置 

 工事請負業者２社の見積りを

比較して、低い方の価格に交付

要綱の６の表の④欄に定める県

補助率を乗じ、１，０００で除

して得た点数と１，３５０点を

比較して、いずれか少ない方の

点数 

 

 ※ただし、見積り額について、

３００，０００円未満の場合は

本事業の対象としない。  
 

 

 施防犯対策に必要な工事

費又は工事請負費（７に定

める費用を除く。）及び工

事事務費（工事施工のため

直接必要な事務に要する費

用であって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本

費及び設計監督料等をい

い、その額は、工事費又は

工事請負費の２．６％に相 

当する額を限度額とする。

以下同じ。）。 

 ただし、別の補助金等又

はこの種目とは別の種目に

おいて別途交付対象とする

費用を除き（以下同じ。)、

工事費又は工事請負費に

は、これと同等と認められ

る委託費、分担金及び適当

と認められる購入費等を含

む（以下同じ。）。 

 
交付要綱の

６の表の④

欄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


